
 

 

 

   放置自動車の処分について 

 

名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成16年名

古屋市条例第70号）第12条第 3 項の規定に基づき、同条例第15条に規定する名

古屋市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、放置自動車を廃物とみなし、

処分を行うこととしたので、同条例第12条第 4 項の規定に基づき次のとおり告

示します。 

 

  令和 7 年12月19日 

 

                                 名古屋市長  広  沢  一  郎  

1  放置されている自動車 

放置されている場

所 
製造者の名称 外観 

道路運送車両法（昭和26年

法律第 185 号）第 9 条に規

定する自動車登録番号又は

同法第60条第 1 項に規定す

る車両番号 

名古屋市港区名港

一丁目1804番 3 地

先 

ヤマハ発動機

株式会社 
青色 1 名古屋ふ3186 

名古屋市天白区大

根町54番 1 地先 

スズキ株式会

社 
白色 名古屋 582 う5962 

 

2  当該放置自動車の処分を予定する日 

  令和 8 年 1 月 5 日以後の日 

 

                                   名古屋市緑政土木局路政部道路管理課 

 

名古屋市告示第613号


